
信州型自然保育専門研修                       

    令和７年度 県指定園における【受入型研修】 実施要項  

 

１ 趣旨 

県が研修会場として指定する園のフィールドで、研修希望者を受け入れて、 

自然保育の理念や実践、安全管理等について体験型の研修を行う。 

 

２ 研修日程と受入型園   

番号 受入型研修日 認定区分 受入園 定 員  園所在地 

① 6 月  ６日（金） 特化型 （私）森のようちえん ぴっぴ 8 名以内 東信 軽井沢町 

② ６月 18 日（水） 特化型 （私）松本シュタイナー認定こども園 ひなたぼっこ 10 名以内 中信 松本市 

③ ７月 ８日（火） 特化型 （私）野外保育 森の子 10 名程度 中信 安曇野市 

④ ７月 ９日（火） 特化型 （私）野外保育 森のいえ ぽっち 10 名程度 南信 富士見町 

⑤ ８月 27 日（水） 普及型 （公）佐久市東保育園 20 名程度 東信 佐久市 

⑥ 9 月 25 日（木） 特化型 （私）認定こども園 野遊び保育ささはら 10 名程度 南信 茅野市 

⑦ 10 月 ８日（水） 特化型 （私）認定こども園 ちいろばの杜 10 名以内 東信 佐久穂町 

⑧ 10 月 23 日（木） 特化型 （私）認定こども園 野遊び保育みっけ 10 名程度 南信 飯田市 

⑨ 10 月 24 日（金） 特化型 （私）森のようちえん ぴっぴ 8 名以内 東信 軽井沢町 

⑩ 10 月 30 日（木） 普及型 （公）飯田市認定こども園座光寺保育園 20 名程度 南信 飯田市 

⑪ 11 月 ７日（金） 普及型 （公）小川村保育園 20 名程度 北信 小川村 

⑫ 11 月 13 日（木） 普及型 （公）安曇野市立西穂高認定こども園 20 名程度 中信 安曇野市 

⑬ 11 月 18 日（火） 特化型 （私）野外保育 森の子 10 名程度 中信 安曇野市 

 

２ 申込方法 

研修希望者は、参加申込書（様式第２）に記入し、メールかファックス、URL、RQコードで当課に申込む。 

メールアドレス katei-shien@pref.nagano.lg.jp  FAX 番号  026-235-7390 

申込 URL https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=56184 

                                          

３ 申込提出期限                                   申込 QR コード 

参加申込書（様式第）に必要事項を記載し、 

研修番号 ① ② ③ ④        は、  ６月  ２日（月） までに 

研修番号 ⑤                         は、  8 月  １日（金） までに 

研修番号 ⑥ ⑦                     は、  ９月  １日（月） までに 

研修番号 ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬    は、  10 月  １日（水） までに 

 

＊ 期限は設定しましたが、年度当初にまとめて申し込んでいただくなど、 

できるだけ早く申し込んでいただけると調整がしやすいのでありがたいです。 

＊ 申込期限が過ぎても、定員に余裕がある場合は研修者を受け入れることができますので、 

お気軽に、下記担当者へお問い合わせください。 

 

４ 申込先（問合せ先） 

   長野県県民文化部こども若者局こども・家庭課  （担当）自然保育普及推進員 藤田 

電話（直通） 026-235-7147  申込先ＦＡＸ026-235-7390   

連絡先・申し込み先 e-mail  katei-shien@pref.nagano.lg.jp 

 

５ 研修の流れ 

 

（１）研修申込み   

【研修希望者】は申込期限までに当課申込先へ申込む （３ 提出期限 参照）     

（２）研修決定の連絡  

受付後、県より所属先のメールアドレスへ研修決定等について研修者に連絡します。 

（３）各園の日程、内容の連絡 

研修実施日の 10日程度前に、県担当者より【研修者申込者】へ、当日の日程、内容、持ち物等を所

属先のメールアドレスにて連絡する。 

（４）各園の日程にて研修実施  

（５）研修参加報告書（様式７）の提出   

研修者は、研修実施後 15 日以内に県へ研修参加報告書（様式第７）をメール又はファックスで提

出する。 

 

 

６ その他 

（１）受入園の紹介について 

別紙「受入園の紹介」をご覧いただき、研修希望の参考にしてください。 

（２）申込み、定員、調整等について 

① 各研修の最少催行人数は３人です。ので、申込期限までに申込者が３人未満の場合は該当する日の研修

は行いません。その場合は申込者に通知します。 

② 研修者の受入人数は園の規模によります。 

② 原則として研修申込は受付順といたしますが、多くの園の保育者が研修を受けるために以下の点につい

てお願いします。 

  ・今年度又は来年度以降認定申請希望の園の研修希望者は研修参加については考慮します。 

  ・申込者多数の場合はご相談させていただきます。前回調整にご協力いただいた方は配慮します。 

（３）受入各園の日程、内容の通知について 

・各園の日程、保育内容、持ち物、報告書の様式、等は、10日程度前に研修者の所属先のメールにてお 

送りします。 

（４）研修者への連絡等について 

・原則として雨天は実施します。ただし、事前に県内に暴風雨警報等が出された場合は中止の連絡 

をする場合があります。 

・県からの連絡は、原則として所属先のメールアドレス又は電話番号へ連絡させていただきます。 

   申込書にはご自分の mailアドレスでなく所属先の mailアドレスを記載してください。 

（５）研修中の傷害保険について 

・当研修は実技をともなうため、各自または団体で傷害保険等の加入をご確認の上、ご参加ください。各園日々

の保育の中での加入等あると思いますので、ご不明の方は貴園の所属長にお問い合わせください。 
（県で個人保険は取り扱いません。） 

mailto:katei-shien@pref.nagano.lg.jp
mailto:katei-shien@pref.nagano.lg.jp

